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公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

会長（代表理事） 山 﨑 潤 一

平成 26 年度（第２期）事業計画
（自平成 26 年４月１日至平成 27 年３月 31 日）

本財団は、定款第４条に基づき、船員の福利厚生の増進を図り、わが国海運業並び

に水産業の発展に寄与することを目的として事業を実施してきている。

本年度も、労使間の労働協約に基づき、船主より拠出される船員福利厚生基金と利

息収入をもって事業をおこなうこととする。

具体的な事業内容は次のとおりとする。

１．船員福利厚生基金の管理等について

船主と全日本海員組合との労働協約に基づき拠出される船員福利厚生基金、そ

の他拠出金、寄付金を適正に管理する。

２．各事業について

（１）整備助成事業について

船員の福利厚生の増進を図り、わが国海運業ならびに水産業の発展に寄与す

るため、定款に基づき船員福祉に関する施設、団体に対して資金援助を行う。

本年度は、３団体６施設に対し整備助成を行う。

また、助成した施設の検証を行い、今後の助成に役立てる。

なお、対象となる施設については、ホームページ等を通じて広く募集する。

（２）運営助成事業について

平成２４年１２月より実施している「宿泊利用補助制度」については、本年

度も引き続き実施するが、本年度より１泊当たりの助成金額を５００円より１

０００円に引き上げ、さらなるサービスの向上に努め、利用者の増加を図って

いく。また、本年度も助成対象施設を訪問し、状況の確認、施設からの要望な

ど聴取し、今後の制度運営に役立てる。

なお、対象となる宿泊施設については、本年度も、ホームページ等を通じて

広く募集し、施設の拡充を図ることとする。
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３．会計システムの導入

昨年度は、拠出金の依頼・収納管理を行うため、管理システムの開発を行った。

本年度は、公益会計基準に適応した会計ソフトの導入を検討する。

４．ホームページの充実

（１）本年度も引き続き理事・評議員名簿、事業計画及び事業報告など公益財団法

人として開示が必要となる事項をホームページへ掲載していく。

（２）宿泊利用助成事業のＰＲを強化し、対象施設の拡充を図る。

５．アドバイザリー契約について

本年度も引き続き会計士および税理士とアドバイザリー契約を締結し、以下の

項目に対するアドバイスを受ける。

（１）予算・決算並びに国土交通省および内閣府への報告などに関する事項

（２）事業運営などに関するコンサルティング

６．平成２６年度（第２期）予算について

以上に基づく、平成２６年度（第２期）の予算（案）は別紙のとおりとする。

(第６号議案：収支予算書)

以 上


